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寒さも厳しくなってまいりましたが、風邪などひきませんよう体調管理には充分にご注意ください。 

 

 

                                   担当：木村・上西（じょうにし） 

草刈り・草取り作業に就業される会員さんにお渡ししている搬入に係る『身分証』の更新を行います。証明

書がないと、市の清掃工場等への刈草等の搬入ができません。『身分証』は 1年毎の更新となっているため必

要がある方には事務局の業務担当者から身分証発行の申請用紙を 1月 21日に発送しています。必要な方は申

請書をご提出ください。未だ案内が届かない会員さんで清掃工場等への搬入を希望される方は、事務局に申

請書を用意していますので、ご記入の上お申し込みください。併せて、草刈り部会の継続確認書をお送りし

ています。どちらの書類も、以下の提出期限まで必ずご提出ください。（早めのご提出をお願いいたします）         

書類の提出期限 ： 3月 16日（月） 

なお、剪定の搬入証明書の更新のお知らせについては後日担当者よりご案内いたします。 

草刈り部会今後のスケジュールについて 

 

 

          

                      

以下の就業については、“やってみたい！！”と意欲のある会員さんを急募しています！ 

下記のお仕事希望の方は。事務局担当者までご連絡をお願いいたします。 

詳細については、担当者からご説明します。 

※年齢：７５歳未満 
※シルバー所有の車の運転作業が中心です。応募後選考がありますのでご了承ください。 

就業場所 就業内容 備 考 事務局担当者 

大分市 

(佐賀関以外) 

高城駅前線花壇植栽管理及び刈草等積込作業及

び運搬 
9：00～15：00位 佐藤孝一 

佐賀関 
資源ごみの回収（パッカー車運転及び軽トラッ

ク使用 

パッカー車運転 

トラック運転 
佐藤孝一 

大分市 

(佐賀関以外) 
刈草及び剪定枝の積込及び運搬 パッカー車使用 上 西 

 

    

 

 3月 18日（水）13：00～ コンパルホール 400会議室          

 

【部会員の方へのお願い】  

 先日郵送いたしました「継続確認届」「作業班届」の提出をお願いいたします。                                  

                                 提出期限：3月 18日（水）                       

 

 

今月、ご紹介カードをお配りしています。              担当：堀 
  ご紹介頂いた方が会員登録をすると１名につき紹介謝礼として 

１,０００円の商品券をお渡ししております。 

ぜひともお知り合い、お友達をご紹介下さい。 

 

 

 

新型コロナウイルスに関するお知らせが届いております。裏面に掲載して 

いますのでよく読まれて、体調に不安のある方は早めに保健所もしくは 

医療機関にご相談ください。 

 

 

 

別紙にて要綱（改正分）を配布しますので熟読され適正就業をお願いします。 

 

 

 

 

就業場所  業種  仕事内容  就業条件  備考  
担当  

職員  

戸次  身障者施設  支援員補助  
 9:00～13:00 

14:00～18:00 
月 10 日程度  

佐藤

友紀  

野田  身障者施設  食事準備   6:30～  9:00 月 10 日  

賀来  身障者施設  グループホーム世話人  13:00～18:00 土・日・祝  

錦町  身障者施設  グループホーム世話人  
5:30～8:30 

16:00～19:00 
月 10 日  

顕徳町  身障者施設  グループホーム世話人  13:00～18:00 月 10 日（4 月）  

松岡  スーパー  惣菜部門   8:00～12:00 月 15 日程度  

佐藤  

孝一  

由布市  スーパー  惣菜部門  8:00～12:00 月 15 日程度  

公園通り  スーパー  バックヤード等清掃  17:30～20:00 月 16～20 日程度  

下戸次  園芸用品販売  花木等水やり、店番等  9:00～16:00 
毎週  

月・木・土・日  

大在  スーパー  閉店後の店舗管理  17:00～20:30 月 15 日程度  

大洲  運動公園  

屋外清掃  

園内トイレを中心とし

た清掃  

8:30～17:00 

（7.5 時間）  

月 10 日程度  

女性希望  
古原  

 

4月 13日（月） 草刈講習会締切 

4月 24日（金） 草刈講習会事前説明会 

就業会員募集！！ 

１会員１名増強運動展開中！！(特典あり！！) 

！！！やりたい人集まれ 就業者急募！！！ 

コロナウイルスに気をつけましょう 

草刈り・草取り会員さんへ ◆提出書類(搬入証明書・継続確認書)のご案内◆ 

福祉・家事援助サービス部会通常総会 

就業等適正化委員会要綱が 4 月 1 日から改正されます 



 

新型コロナウイルスについて 

国・大分県から新型コロナウイルスについて

次のとおり注意喚起がなされています。 

充分注意してください。 

「自分の身は自分で守る」 

マスクについてのお願い 

全国マスク工業会 厚生労働省 経済産業省 消費者庁 



公益社団法人大分市シルバー人材センター 

就業等適正化委員会運営要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は，公益社団法人大分市シルバー人材センター（以下「センター」という。）会員の安全就業基準

違反による事故や不適切な行為等を防止又は是正するため就業等適正化委員会（以下「委員会」という。）を設置

し，事故原因等の事情聴取や改善策の検討を行うことにより会員に対しルール遵守の自覚を促すことを目的とす

る。 

 

 (所掌事項) 

第２条 委員会は，以下の事項について所掌する。 

(1) 就業中発生した事故(軽易なものを除く)原因等の事情聴取及び事故防止策等の理事長への報告・具申 

(2) 別に定める処分基準（以下「処分基準」という。別表)に基づき，相応の処分が相当と思慮される事案の審議

及び理事長への報告・具申 

 

(組織) 

第３条 委員会は次に掲げる委員8名をもって構成する。 

(1) 役員(理事・監事)代表 2名 剪定等以外の理事・監事から選出 

(2) 安全委員会代表        1名 安全委員会委員長とする 

(3) 会員代表         3名 剪定，草刈り，福祉・家事援助サービスの各部会から1名 

(4) 事務局         2名 剪定，草刈り担当 

２  委員は理事長が委嘱する。 

 

  (委員の選考基準) 

第４条 委員の選考は次のとおりとする。 

(1) 役員(理事・監事)代表は，原則，会員理事の中から選考するものとし，職群班代表の理事は除くものとする。 

(2) 会員代表は，職群班から選考するものとする。 

(3) 事務局代表は，剪定及び草刈り業務担当から選考するものとする。 

 

 (任期) 

第５条 委員の任期は2年とする。ただし，再任を妨げない。 

２  補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

 (会長及び副会長) 

第６条 委員会に会長，副会長を置き委員の互選により定める。 

２  会長は委員会を代表し会務を総括する。 

３  副会長は会長を補佐し，会長に事故または欠けたときはその職務を代理する。 

 

 (会議等) 

第７条 会長は事務局及び会員等から要請があった場合は，速やかに委員会を招集し会議の議長となる。 

２  委員会は委員の2/3以上が出席しなければ開催することができない。 

３  委員会の議事は出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長が決する。 

４  会長は必要に応じて審議の対象となった会員(以下「対象会員」という。)のほか，関係者の出席を求め事情聴

取を行うことができる。 

５  委員は会議において知り得た情報等を他に漏らしてはならない。 

 

 (報告) 

第８条 会長は，第2条に規定する審議結果を速やかに理事長並びに安全委員会委員長に文書により報告しなけれ

ばならない。 

 

  (対象会員に対する措置) 

第９条 理事長は前条の報告結果を十分に検討の上，対象会員の処分を行う場合は必ず文書（以下「処分文書」と

いう。）により通知するとともに，処分内容について直近の理事会に報告しなければならない。 

２  退会勧告に基づき退会した対象会員については，再登録を拒否するものとする。 

 

 (不服申し立て等) 

第１０条  理由の如何を問わず対象会員は委員会の決定事項に従わなければならない。ただし，決定事項に不服等

がある場合は，処分文書の受領後1ヶ月以内に理事長に対し口頭又は書面により弁明することが出来る。 

２  理事長は前項の規定により対象会員から弁明の機会を求められた場合で，弁明の内容が第7条第4項の事情聴

取時の内容と著しく異なる場合は，会長に対し再度委員会の開催を指示することが出来る。 

 

 (庶務) 

第１１条  委員会の庶務は事務局において処理する。 

 

附 則 

この要綱は，平成27年4月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和2年4月１日から施行する。 

 

 

 

別表  

処分基準(第2条第2号関係) 

処分① 

注意又は顛末書の

提出 

1 発注者から就業態度等について苦情の多い者 

2 協調性に乏しく，班長の指示を守らないなど会員仲間の秩序を乱す者 

3 就業上のルールを守ろうとしない者 

4 センター事務局職員からの指示に従わない者 

5 就業先，会員等に対して嫌がらせや誹謗中傷，暴言の目立つ者 

6 始業時間，就業時間を守れない者 

7 就業先で飲食等を要求する者 

8 見積書，受注票兼就業報告書の押印を怠ることの多い者 

9 安全就業基準違反や重過失により就業中に事故を起こした者 

10 その他，センターの信用を損なうなど就業にふさわしくない行為を犯した者 

処分② 

就業停止 

 

1 処分①を2回以上受けた者 

2 無届就業(個人請負)を行った者 

※ 就業停止の起算日はセンターが措置を決定した日とする。 

※ 就業停止の期間は，1ヶ月以内とする。 

処分③ 

退会勧告 

 

1 処分②を受け，再び処分①又は処分②に相当する行為を行った者 

2 飲酒運転をした者 

3 窃盗，傷害事件等刑法に抵触するような非行を行った者 

4 その他，理事長が特に必要と認める者 

 


